
第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における新規事業等について
令和 ２年 １１月 ２５日

健康福祉部介護保険課作成

１．重層的支援体制整備事業 ３．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

２．生活支援体制整備事業

参考資料

地域共生社会の実現を目指して定めた「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改

正する法律」（令和２年法律第52号）において、地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応するため、

相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施できる事業が創設されたことから、事

業実施に向け検討を始める。

< 第８期介護保険事業計画 国の基本指針より >

高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止に向け、ボランティア活動や就労的活動

による高齢者の社会参加の促進の取り組みが重要である。

高齢者の社会参加を促進するため

１．介護保険課内の生活支援コーディネーターに、新たに就労的活動支援コーディネート

機能を持たせ、ボランティア等で働く意欲のある高齢者と、そうした高齢者の活躍の場

のマッチングを行う。

２．就労的活動支援コーディネート機能と「元気シニアボランティア事業（※）」との連携強

化を図る。（※→介護施設等でのボランティア活動、総合事業通所型サービスBの担い

手などにポイントを付与し、庄内米、るんるんバス回数券などに交換するもの。）

（厚生労働省資料）

４．災害・感染症に対する備え

近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、以下の取

組を実施する。

< 主な具体的な取り組み >

１．酒田市地域防災計画に基づく要配慮者利用施設となった施設等に対して避難

確保計画作成を促す。

２．介護施設の所在地を明記した地図に、洪水浸水区域、土砂災害警戒区域、津

波浸水予測域の情報を加えた簡易版ハザードマップを作成する。

３．入所系介護施設等において、新型コロナウイルス感染症者等が発生した場合

に、緊急的に必要となる衛生用品を迅速に供給（配布）できるよう、市で衛生用

品を備蓄する。

後期高齢者（７５歳以上）の自立した生活を実現し、高齢者の保健事業と介護予防事業を一

体的に実施するための体制整備等を定めた「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るた

めの健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第９号）」を踏まえ、実施に向け準備

を進める。

（厚生労働省資料）


